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新旧対照表（土木設計業務共通仕様書） 

旧（令和 5年 10月） 新（令和 6年 10 月） 摘要 

 

 

土木設計業務共通仕様書 
 

平成２３年 ５月一部改定 

平成２９年 ４月一部改定 

令和 ２年１０月一部改定 

令和 ３年１０月一部改定 

令和 ４年１０月一部改定 

令和 ５年１０月一部改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木設計業務共通仕様書 
 

平成２３年 ５月一部改定 

平成２９年 ４月一部改定 

令和 ２年１０月一部改定 

令和 ３年１０月一部改定 

令和 ４年１０月一部改定 

令和 ５年１０月一部改定 

令和 ６年１０月一部改定 
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新旧対照表（土木設計業務共通仕様書） 

旧（令和 5年 10月） 新（令和 6年 10 月） 摘要 

第 1102 条 用語の定義 

36．「書面」とは、発行年月日を記録し、記名（署名又は捺印を含む）したもの

を有効とする。 

ただし、情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申

出、承諾、質問、回答、協議、提出、提示する場合は、記名がなくても有効

とする。 

第 1102 条 用語の定義 

36．「書面」とは、打合せ簿等の帳票をいい、発行年月日を記録し、記名（署名

または押印を含む）したものを有効とする。 

ただし、情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申出、

承諾、質問、回答、協議、提出、提示する場合は、記名がなくても有効とす

る。 

 

修正 

第 1117 条 成果物の提出 

４．受注者は、「土木設計業務等の電子納品要領（国土交通省 ・令和 5年 3月）

(以下「要領」という。」に基づいて作成した電子データにより成果品を提出

するものとする。 

「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のうえ決定する

ものとする。 

なお、電子納品に対応するための措置については「電子納品運用ガイドライ

ン【委託業務編】」に基づくものとする。 

第 1117 条 成果物の提出 

４．受注者は、「土木設計業務等の電子納品要領（国土交通省・令和 6 年 3 月）

（以下「要領」という。」に基づいて作成した電子データにより成果物を提

出するものとする。 

「要領」で特に記載が無い項目については、調査職員と協議のうえ決定する

ものとする。 

なお、電子納品に対応するための措置については「電子納品運用ガイドライ

ン【委託業務編】」に基づくものとする。 

 

修正 
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新旧対照表（土木設計業務共通仕様書） 

旧（令和 5年 10月） 新（令和 6年 10 月） 摘要 

 

  

修正 
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新旧対照表（土木設計業務共通仕様書） 

旧（令和 5年 10月） 新（令和 6年 10 月） 摘要 

 

 

 

 

 

 

 

修正 
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新旧対照表（土木設計業務共通仕様書） 

旧（令和 5年 10月） 新（令和 6年 10 月） 摘要 

第 4304 条 砂防堰堤及び床固工詳細設計 

２．業務内容 

(5) 施工計画及び仮設構造物設計 

1)施工計画 

受注者は、設計図書に基づき、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計

画、現場内道路及びコンクリート打設計画の概略施工計画を立案する

ものとする。なお、施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施

工上の留意点について取りまとめ、記載するものとする。 

2)仮設構造物設計 

受注者は、設計図書に基づき、工事施工に必要な河川切り回し計画、

仮排水路の転流工の概略設計を行うものとする。 

第 4304 条 砂防堰堤及び床固工詳細設計 

２．業務内容 

（５）施工計画及び仮設構造物設計 

１）施工計画 

受注者は、設計図書に基づき、施工方法、施工順序を考慮し、概略

施工計画（掘削計画、現場内道路、コンクリート打設計画）及び概

略資材運搬方法を立案するものとする。なお、施工計画書には、環

境対策等の設計と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記

載するものとする。 

２）仮設構造物設計 

受注者は、設計図書に基づき、工事施工に必要な概略設計（河川切

り回し計画、仮排水路の転流工）を行うものとする。 

 

修正 

第 4312 条 流木対策工詳細設計 

２．業務内容 

(5) 施工計画及び仮設構造物設計 

1) 施工計画 

受注者は、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現場内道路およ

びコンクリート打設計画の概略施工計画を立案するものとする。な

お、施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施工上の留意点に

ついて取りまとめ、記載するものとする。 

2) 仮設構造物設計 

受注者は、工事施工に必要な河川切り回し計画、仮排水路の転流工の

概略設計を行うものとする。 

第 4312 条 流木対策工詳細設計 

２．業務内容 

（５）施工計画及び仮設構造物設計 

１）施工計画 

受注者は、施工方法、施工順序を考慮し、概略施工計画（掘削計画、

現場内道路、コンクリート打設計画）を立案するものとする。なお、

施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施工上の留意点につい

て取りまとめ、記載するものとする。 

２）仮設構造物設計 

受注者は、工事施工に必要な概略設計（河川切り回し計画、仮排水路

の転流工）を行うものとする。 

 

修正 

 


